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社団法人中小企業診断協会 滋賀県支部 

                     支部長  大 谷 武 重 

 

平素は、（社）中小企業診断協会滋賀県支部の業務運営に格

別のご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 

 中小企業をとりまく経営環境は、今年３月の東日本大震災に

ともないサプライチェーンの寸断、電力不足による生産制限、

放射能風評被害による売上の低下及び外国人観光客の減少な

ど、経済社会の混乱の影響が続いています。 

 

 今年度の中小企業支援策として、昨年度の「中小企業応援セ

ンター事業」に代えて、「中小企業支援ネットワーク強化事業」

が展開されます。その中で中小企業診断士は専門家派遣制度およびコーディネーターにおいて専

門家としての役割が期待されています。早速、岩手、宮城、福島３県の中小企業の復興支援のた

め中小企業診断士の派遣が決定されました。 

 

 平成１８年に公益法人制度改革が法制化されたことから、当協会は、一般社団法人化および本

部と各県協会の連合会方式への移行を進めています。 

 

 中小企業の皆様の経営診断、助言のニーズにお応えしていくには、中小企業診断士は、不断の

資質の向上と研鑽に努め、実践活動により診断制度の強化を図り、もって地域経済の振興と雇用

の維持拡大に寄与いたしたく、業務活動を展開して参ります。 

 

 今年度の重点運営方針は次のとおりです。会員諸氏ならびに官公庁、滋賀県産業支援プラザ、

商工会議所、商工会、商工団体中央会および関係機関の皆様には、一層のご支援ご協力を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 １．民間企業および公的経営診断、助言にあたり、プロ意識をもって活動し、中小企業診断士

の社会的評価を高めます。 

２．６つの経営専門分野研究会、調査研究活動および研修会により診断能力の向上を図り、も

って業務の拡大に努めます。 

３．来年度にスタートする、一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会の設立準備を進め、実務

従事機会などの会員サービス強化、会員の増強などに努め、組織体制の強化を図ります。 

 

 

     

 

支部長挨拶 
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                                滋賀県支部長 大谷 武重 

 

 滋賀県支部創立２５周年記念事業として、さる５月７日に コラボしが２１ ３階で開催され

た（社）中小企業診断協会滋賀県支部の平成２３年度通常総会において下記の方が会員功労者と

して表彰されました。 

 当日は、滋賀県商工観光労働部商業振興課 木村 太治課長にご臨席いただき、知事表彰状の

授与が行われました。支部長表彰は私が授与いたしました。 

受賞者の皆様、誠におめでとうございます。診断協会および支部会員にとっても大変栄誉なこ

とです。 

 

滋賀県知事表彰受賞者 

 

支部役員歴、支部ならびに診断士制度の発展および中小企業の振興に顕著な貢献があった

方々です。 

山本 善通 会員 

 中本 悦子 会員 

 北村 邦彦 会員 

 

滋賀県支部長表彰受賞者     

  

支部役員歴および支部の発展に貢献があった方々です。 

鐘井  輝 会員 

田中 清行 会員 

服部 直幸 会員 

 

 

 

 

 

 

 

会員功労賞表彰 
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平成 23 年 7 月 23 日、コラボ滋賀２１にて、中小企業診断士理論政策更新研修会が実施さ

れました。それぞれの講義で使用されたパワーポイントを冒頭の部分のみ掲載させていただき

ます。紙面の都合上全てを掲載できないことご容赦ください。 

 

１．中小企業のこれからの品質管理（新庄秀光工業経営研究所 代表 新庄秀光様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理論研修報告 
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２．＜事例研究＞品質管理の実際（株式会社イマック 品質管理部長 山本 照久様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

３．新しい中小企業政策について（滋賀県商工観光労働部 商工政策課 副参事 望月敬之様） 
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営業利益の増減率(%) 
売上高の増減率(%) 

  1 
1－損益分岐点比率

θ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．経営レバレッジとは 

◎ 売上高の伸び率と利益の伸び率の理論的関係を表わす 

 

皆さんは｢経営レバレッジ｣という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。経営レバレッジと

は、会社の損益構造において特に売上高と営業利益に注目して両者の直接的な関係を理論的に示

すもので、経営者にとって非常に便利な概念です。具体的には、売上高の変化の割合(増減率%)

に対する営業利益の変化の割合(増減率%)を簡単な式で表わしたものです。更に分かりやすくい

えば、経営レバレッジとは、｢売上高が 1%増減したら営業利益は何%増減するか｣という倍率を示

すもので、その値は限界利益と営業利益の比として簡単に計算できます。更に重要な点は、経営

レバレッジが損益分岐点比率θのみの関数として双曲線で表わされることです。 

一般に、このような経営レバレッジの大きさを経営レバレッジ度、または経営レバレッジ係数

と呼んでいます。 

 

経営レバレッジ度（係数）： KL＝   （倍） 

 

 ＝ (倍） 

 

経営レバレッジは別名、｢営業レバレッジ｣とも｢オペレーティングレバレッジ(operating 

leverage)｣とも呼ばれています。また｢利益弾力性(profit elasticity)｣と呼ばれることもあります。 

 

経営レバレッジはその作用効果がいかにも神秘的で不思議な現象であるために、これまでは一

般の経営者にはあまり関心をもたれなかったようです。しかし売上高の僅かな増減が利益の大き

な増減を引き起こす現象が現に存在し、その効果(倍率)を定量的に表す手段が経営レバレッジで

あるとしたら、それは経営者の大きな関心事となるはずです。経営レバレッジ度が大きな損益構

造を有する企業は、売上の僅かな増加努力によって利益を大きく伸ばすことができます。しかし

逆に、売上高が僅かに減少しただけで利益が激減することにもなり、経営レバレッジは経営者に

とって諸刃の剣といえるでしょう。経営者は、そのレバレッジ効果を駆使して会社の利益を一段

と増幅することができるのです。 

 

「経営レバレッジによって利益を増幅する」 

技術士・中小企業診断士 土山 嘉雄

研究事例報告 



 14

経営レバレッジは損益分岐点のみの式で表される 

 

経営レバレッジの公式を変形してシンプル化すると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 社の利益ナビゲーションチャートと経営レバレッジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－ 

＝

KL

 
 
 
 
 
 
 
 
１．公式（6）により A 社の 

経営レバレッジ度： KL＝ 

２．売上を 5%伸ばしたら営業利益増加率は幾らになるか 

営業利益増加率＝KL×売上増加率＝10 ×5%＝50%up 

３．営業利益を 60%増やすには売上を何%増やせばよいか 
売上増加率＝営業利益増加率／KL＝60%／10＝6%up 

売上高 
500 

変動費 
300 

限界利益 
200 

固定費 
180 

営業利益 
20 

限界利益率 
       φ＝0.4

変動費率 
1－φ＝0.6 

     損益分岐点比率
θ＝0.9

経営安全率
1－θ＝0.1

売上高：万円 

KL のグラフ 

θ

KL

経営レバレッジ度 KL＝ 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益の増減率 
売上高の増減率 

限界利益 
限界利益－固定費 

＝ 

1 
固定費 

限界利益 

＝ 

限界利益 
営業利益 ＝ 

（１） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 
1 

1－損益分岐点比率θ 
＝ 

1 
1－θ KL ＝ …………… （6） 

1－ 

   1           1 
1－θ       1－0.9 ＝ ＝10 
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２．経営レバレッジと固定費の関係は 

◎ 固定費が大きい会社ほど利益の獲得スピードが大きい 

 

ここでは、経営レバレッジの意味を固定費の観点から吟味してみましょう。損益分岐点比率は

限界利益に含まれる固定費の割合を示すからです。すなわち経営レバレッジ（operating 

leverage）とは、会社の損益構造の中に固定費がどれ程含まれているか、その含まれている度合

いを示す財務上の用語であると言われます。つまり経営レバレッジは損益構造の中の固定費が多

ければ多いほど、これがてこの腕の長さとなって一層大きな利益を稼ぎ出す能力を発揮します。

したがってこの能力は「固定費の効用」または「固定費の存在効果」と考えることができるでし

ょう。そこで「経営レバレッジ」や「固定費の効用」について具体的な事例を挙げて考えて見ま

しょう。 

 

いま売上高と営業利益が同じ A、B、C の 3 社があって、その利益ナビチャートが右図のよう

に示されるとします。A 社は他社に比べて変動費が大きい一方、設備の自動化が進んでおらず、

固定費が最も少ないのが特徴です。B 社は 3 社の中で中間規模の設備を保有しています。最後に

C 社は設備の自動化がかなり進んでおり、変動費は最も少ないのですが、逆に設備の減価償却費

などのために固定費が 3 社の中で最大となっています。 

 

以上のような 3 社が売上高をいずれも 5%だけ増やした場合、営業利益の増加率が夫々幾らに

なるかを計算して右に示します。その結果、損益分岐点を上回る売上高においては、3 社の利益

獲得能力、つまり経営レバレッジ度は A 社が 10 倍、B 社は 12.5 倍、C 社 20 倍の順に大きくな

り、固定費が大きい会社ほど営業利益の獲得スピードが大きくなることがわかります。すなわち

営業利益の増加率は、A 社が 50%、B 社は 62.5%、C 社は 100%と急速に増加しているからです。 

 

この現象がいわゆる「固定費の効用」といわれるもので、経営レバレッジの積極的な側面を示

唆しているのです。ところが売上高が損益分岐点以下の場合には、逆に固定費が大きい会社ほど

利益損失の発生スピードが急速に増加し、てこの作用が逆に働き「固定費の効用」の消極的な側

面が現れるので注意しましょう。 
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「固定費の効用」に関する積極的な側面 

 

A 社：売上増加率 5%時の利益ナビチャート（固定費 180：小） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B 社：売上増加率 5%時の利益ナビチャート（固定費 230：中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 社：売上増加率 5%時の利益ナビチャート（固定費 380：大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

売上高 
500⇒525 

変動費 
250 

限界利益 
250 

固定費 
230(一定) 

営業利益 
20⇒32.5 

限界利益率 
      φ＝0.5 

変動費率 
1－φ＝0.5 

損益分岐点比率
θ＝0.92

経営安全率
1－θ＝0.08 

 

売上高：万円 

損益分岐点売上高 
固定費 

限界利益率 ＝460.0 

5%増加 

62.5%増加 

１．固変比率 
＝250／230＝1.09 

２．:経営レバレッジ 
＝250／20＝12.5 

３．営業利益増加率 
＝12.5×5%＝62.5%  

４．営業利益の増加分 
＝12.5 万円 

５．変動費・限界利益の変

化は省略 

 
 
 
 
 
 
 

 

売上高 
500⇒525 

変動費 
300 

限界利益 
200 

固定費 
180(一定) 

営業利益 
20⇒30 

限界利益率 
      φ＝0.4 

変動費率 
1－φ＝0.6 

損益分岐点比率
θ＝0.9

経営安全率
1－θ＝0.1 
 

売上高：万円 

損益分岐点売上高 
固定費 

限界利益率 ＝450.0 

5%増加 

50%増加 

１．固変比率 
＝300／180＝1.67 

２．:経営レバレッジ 
＝200／20＝10 倍 

３．営業利益増加率 
＝10×5%＝50%  

４．営業利益の増加分 
＝10 万円 

５．変動費・限界利益の変

化は省略 

 
 
 
 
 
 
 

 

売上高 
500⇒525 

変動費 
100 

限界利益 
400 

固定費 
380(一定) 

営業利益 
20⇒40 

限界利益率 
    φ＝0.8 

変動費率 1
－φ＝0.2 

損益分岐点比率
θ＝0.95

経営安全率
1－θ＝0.05 

 

売上高：万円 

損益分岐点売上高 
固定費 

限界利益率 ＝475.0 

5%増加 

100%増加 

１．固変比率 
＝100／380＝0.26 

２．:経営レバレッジ 
＝400／20＝20 

３．営業利益増加率 
＝20×5%＝100%  

４．営業利益の増加分 
＝20 万円 

５．変動費・限界利益の変

化は省略 
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３．国内企業の経営レバレッジを比較する 

◎ コンビニが薄利多売で儲かるのは高レバレッジのおかげ 

 

ここでは身近に存在する様々な業種の中から具体的に8 業種を選び損益分岐点と経営レバレッ

ジの関係について更に深く調べてみましょう。 

 

右の図表を概観してまず気付くことは、経営レバレッジの大きさが 3 レベルに区分されている

ことでしょう。このうち「KL 大」レベルの 4 業種はいずれも小売業に属し、中でもコンビニエン

スストアの損益分岐点比率は 97.5%（137 ストアの平均値）と非常に高く、したがって経営レバ

レッジ度 KL が最高値 40.0（KL＝1／(1－0.975)）となっています。 

 

コンビニエンスストアの平均的な利益率は 0.7%と赤字スレスレであることから、コンビニ経

営者の事業継続努力にはただ頭が下がります。しかしこの場合、幸いにも不思議な救いの女神が

微笑んでくれるのです。右の図を見てください。コンビニエンスストアの経営レバレッジ度 KL

は 40.0 と格段に高いことから、仮に売上が 1%でも伸びた場合には経常利益が 40 倍の伸び率で

急増することになるのです。したがってコンビニ経営者に求められる第一の資質は、利益率は低

くてよいから売上をどこまで伸ばせるかという薄利多売の能力にあると言えるでしょう。ただし

決して営業赤字を出してはいけません。損益分岐点より僅かに高い売上高の達成に努めることが

毎月の活動目標となるのです。 

 

一方で、右のグラフを見ると、レバレッジ曲線が漸近線（θ＝1 の縦点線）にごく接近してい

るコンビニエンスストア業種は、見方を変えればいわゆる収益性の危険領域にあるといえるでし

ょう。この領域では大きな経営レバレッジが得られる一方で、損益分岐点比率θが 100%に近く、

経営安全率が僅か 2.5%の危険な領域ですから十分な注意が必要です。 

 

なぜなら、仮に売上高が減少して損益分岐点比率θの値が少しでも 100%を超えると、図表か

ら分かるようにレバレッジ曲線が＋∞(無限大)から－∞へと一挙に反転急落して｢てこの原理｣に

よるマイナス効果により営業損失が急増するからです。右図に示した A 社及び B 社の例は、いず

れも損益分岐点比率θが 100%をオーバーしたために、大きな営業損失が発生した場合の特性点

を示しているのです。 
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主な業種の経営レバレッジ度 

 

小売業は損益分岐点が高く経営レバレッジが大きい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上） 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

B 社 (1.10 ,  －10.5 )  
 

KL 値 が大 きい 小 売 業

は そ れ だ け 損 益 分 岐

点 に近 く利 益 率 が低 い

が 、 売 上 を で き る だ け

積 上 げれば経 営 レバレ

ッ ジ 倍 率 の 大 き さ が 働

い て 営 業 利 益 を 一 挙

に 増 幅 で き る と い う 大

きなメリットを有 する  
（第 3 章 13 節 参 照 ）  

売 上 高 と 営 業 損 失

(－20 万 円 )が同 一 の

A 社 と B 社 の経 営 レ

バレッジ度 を比 較 する

と、固 定 費 が大 きい B
社 の 方 が そ の 値 の 落

込 み が 大 き い こ と が

分 かる  
（第 4 章 6 節 参 照 ）  

営 業 損 失  
発 生 領 域  

1
KL＝  

1－θ  

経
営
レ
バ
レ
ッ
ジ
度

－1 0 1 2 

KL

損 益 分 岐 点 比 率 θ  

20.0－

22.5－

17.5－

15.0－

12.5－

10.0－

7.5－

5.0－

2.5－

1.0

－ 2.5－

－ 5.0－

－ 7.5－

－ 10.0－

－ 12.5－

自 動 車 小 売 業 (0 . 937 ,  15. 9)  

土 木 建 築 工 事 業 (0 . 92 ,  12 .6 )  

情 報 処 理 サービス業 (0 . 87 ,  8 .0 )  

菓 子 ・パン卸 売 業 (0 . 91 ,  11 .1 )  

金 属 加 工 機 械 製 造 業 (0 . 86,  7 .1 )

ガソリンスタンド業 (0 . 945,  18. 2 )

そば・うどん店 業 ( 0 . 95 3,  21. 3 )  

 

コンビニエンスストア業  
( 0 . 975,  4 0. 0 )  

KL 
大  

KL 
中  

KL 
小  

 A 社 (1.125,  －8.0)  
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    平成 23 年 5 月の支部総会において、新役員が選出されました。 

    役員、委員会の体制は、以下の通りとなっております。 

 

支 部 長 大谷 武重  

副支部長 鐘井 輝 広田 光政 土山 嘉雄

専務理事 大石孝太郎

常任理事 田中 清行
 

   

北川 貞夫 島渕 裕一 玉木 幸夫 山田 人志 山本 善通 筒木 由美男
理  事 

服部 直幸 西堀 克則 田畑 一佳

監  事 野瀬 孝臣 松田 智之 

相 談 役 中本 悦子

 

 

○常任理事会 

 
 

 

 

大谷 武重 鐘井 輝 広田 光政 土山 嘉雄 大石 孝太郎  
常任理事会 

田中 清行 野瀬 孝臣 松田 智之

 

○委員会 
  

 
 

委 員 会 委員長 委  員 

企画・広報 大石 孝太郎 田畑 一佳 島次 文彦 田村 正 松村 博幸  

会員ｻｰﾋﾞｽ強化 鐘井 輝 下村 裕彦 玉木 幸夫 土山 嘉雄 松田 智之 山本 善通 

組織体制 土山 嘉雄 大谷 武重 田中 清行 野瀬 孝臣 服部 直幸 山本 善通 

大谷 武重 居原田 岩雄 大石 孝太郎 鐘井 輝 北村 秀一 
専門分野研究 広田 光政

田中 清行 野瀬 孝臣 野々山 寛 橋詰 雅人 土山 嘉雄 

 

○個人情報保護 
 

個人情報保護 管理者 取扱担当者 苦情相談窓口 監査責任者

担 当 者 大谷 武重 小山 敦美 広田 光政 松田 智之

 

 

滋賀県支部 平成 23 年度役員体制 
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  NPO 法人 日本マーチャンダイザー協会において、営業専門に活躍し経済社会に貢献して

いく人たちのために、「営業管理技能士」の認定資格を設定しました。そのテキストが完成い

たしましたのでお知らせいたします。テキストは、「学術研究会・日本販売促進学会」のメン

バーにて作成されております。本テキストを活用いただき、製造業界や流通業界の発展をリー

ドしていく人材を多く輩出していくことを願っております。なお、本テキストは、次のような

目的を持つ人々のために作成されました。是非、ご活用ください。 

① 将来営業管理の専門家として活躍したい方 

② 企業の管理者として営業の基本知識を身につけたい方 

③ 企業の経営者として営業素組織の活性化を図りたい方 

④ 将来営業管理者としての生き甲斐を創造したい方 

⑤ 営業担当者として権威のある資格を取得したい方 

⑥ 営業担当者として活動能力の向上を図りたい方 

⑦ 営業管理者として部下の実践的な教育を図りたい方 

⑧ 営業管理活動の中でその成果を常に確認したい方 

⑨ 営業担当者として顧客へのサービス力を強く持ちたい方 

⑩ 自己啓発によって将来の生き甲斐を開拓したい方 

⑪ 営業管理知識を活かし経営コンサルタントになりたい方 

⑫ 営業管理技能者の認定資格を取得し人生充実を図りたい方 

 お問い合わせ先 

就職活動支援研究部会 鐘井 輝（info@office-kanei.com） 

営業管理技能士資格認定のお知らせ 
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今年も会員サービス強化の一貫として、中小企業診断士の更新に必要な実務ポイントを取得す

るための実務実習を行なっております。本実習は滋賀県支部会員であることを問わず広く実務の

機会を提供するために、土曜日と日曜日に実習の実施を行なっております。今年は参加者が過去

最大の１５名となりました。今後は、県内の地域資源（観光・学校・伝統技術）の活用や事業承

継の視点もいれて年間２回を目標に実施していきたいと考えております。 

１．実施確定内容 

（1）コース名  個別診断実務（堅田） 

（2）日  程  平成２３年７月１６日～平成２３年９月（詳細は下記のとおり） 

（3）実施場所  滋賀県大津市 

（4）実施概要 

堅田地域商店街活性化への調査・分析、提言 

（共同事業調査・分析、各個店の経営改善・活性化提言） 

＜実施計画＞ 

① ７月１６日（土） １８時～ ミーティング 

コラボしが 21 にて説明会と打合せ等を行います。 

② ７月２４日（日）  ９：００～ 現地打合せ、概要把握 

③ ７月２７日（水）～３０日（土） 調査（朝市は９：３０～１２：００） 

④ ８月 ３日（水）～ ６日（土） 調査（朝市は９：３０～１２：００） 

⑤ ８月１７日（水）～２０日（土） 調査（朝市は９：３０～１２：００） 

⑥ ８月２７日（土） 調査日（予備日） 

⑦ ８月２８日（日） 調査日（予備日） 

⑧ ９月１０日（土） 報告会（予定） 

     ③～⑦の調査日うち、３日参加 

 

（5）指導員   鐘井 輝、山本善通、下村裕彦、松田智之、玉木幸夫、土山嘉雄 

（6）参加人数  １５名     

（7）参加費用（事務手続き費用）   

滋賀県支部会員６，０００円（支部会員以外は１８，０００円）ただし、現地調査及び報

告会当日の現地までの交通費及び当日の昼食費等については、各自で負担いただきます。 

（8）その他 

・調査日 3 日間のほか、ミーティング・現地打合せ・概要把握・報告会（3 日間）を実施、

計６日間として 1 人当たり６ポイント取得 

・診断企業の企業概要、事前調査資料は現地打合せ時（７月２４日）に配布 

会員サービス強化委員会活動報告 

委員 山本善通、下村裕彦、松田智之、玉木幸夫、土山嘉雄、鐘井輝 
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 当支部会員は、経営革新セミナー、創業塾などのセミナー、講演会、研究調査等の企画、

実施まで責任を持って実行します。また、商店街などの中小の集積から個別企業まで、多

くの業種の経営計画の支援や実務支援等を現場で行っています。企業内研修、団体研修、

専門家の派遣等でも、多くの実績があります。 

 

当支部会員には、中小企業診断士だけでなく、税理士、司法書士、行政書士、社会保険

労務士、ISO9000,14000 等審査員、情報システム、不動産鑑定士、など他の資格者も擁

する人材の宝庫でもあります。 

 

専門家とのマッチング、費用のご相談など、無料窓口相談で行っていますので、経営に

関することなら、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業診断士とは、経営コンサルタントでは唯一の経済産業大臣登録の

国家資格であり、中小企業の経営診断、助言を行う専門家です。現状分析に

基づく成長戦略のアドバイスが主な業務です。 

 （社）中小企業診断協会とは、中小企業診断士を会員とする全国組織で

す。診断士のネットワーク力を活かして中小企業の皆様の経営力の向上に

お応えしています。 

中小企業支援機関、各種団体、企業、行政の皆様へ 
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滋賀県支部では、平日の午後 1 時より午後 5 時まで、滋賀県支部会員による無料経営相

談を実施しています。相談日と相談担当者は、当支部ホームページで公開しております。

担当者は、すべて中小企業診断士であり、安心してご相談いただけます。経営者を始め、

営業担当者や創業を考えている方、連携を求めておられる方など、多くの方に利用いただ

いています。専門家をお探しの場合は、電話やメールであらかじめご予約していただくこ

とも可能です。詳しくは、当協会ホームページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ■発行者：中小企業診断協会滋賀県支部 
 
■住所：〒５２０－０８０６ 
 滋賀県大津市打出浜２－１ 
         コラボしが２１ ４階 
 TEL   ０７７－５１１－１３７０ 
 FAX   ０７７－５１１－１３７１ 
 E-MAIL jsmeca25@jade.dti.ne.jp 
 URL  http://www.shiga-smeca.net/ 
       （ＨＰを更新しました） 
 
■交通：○京阪電車・石場駅より徒歩３分 
 ○大津駅からバス「びわ湖ホール」 
  又は「商工会議所前」下車徒歩２分 

（作成：広報委員会）

事務局から、ひと言

★ＦＡＸ番号が変わりましたので連絡いたします。  

新：０７７－５１１－１３７１ 

（旧 077-510-8577） 

 

また、無料経営相談にご協力いただいている先生方には、いつもありがとうございます。

また、今後ご協力していただける方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡下さい。

よろしくお願いいたします。 

事務局 小山敦美 

無料経営相談窓口 


